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はじめに

事業参画宿泊施設の皆様

この度は「愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）」にご参画頂き、誠にありがとうございます。

本マニュアルに必要な事項を記載いたします。ご参照頂き正しい制度運用にご協力ください。
ご一読頂くとともに、ご不明点がございましたら、事務局（下記連絡先）までお気軽にお問合
せ下さい。

【ご案内】
宿泊対象期間について

令和5年10月1日～12月22日 宿泊分（12月23日チェックアウト分まで）
※団体旅行のみ対象
※予算がなくなり次第終了します。
※旅行会社は、販売準備が整った事業者ごとに予約受付を開始します。

令和5年9月吉日
愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援群馬県）事務局

全国旅行支援群馬県事務局 各種お問い合わせ先

【宿泊施設様コールセンター】027-386-3027

平日･1/8(日)･9(祝)･14(土)･15(日) 9:30~17:00

【クーポン加盟店様コールセンター】027-386-3057

平日･1/8(日)･9(祝)･14(土)･15(日) 9:30~17:00

【旅行者様コールセンター】050-5527-8582

平日・土日祝 9:00~17:00

【ホームページ】（事業者用） https://premium-gift.jp/gunmatripwari/

（旅行者用）https://www.gunma-trip.jp/
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愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要

※各旅行会社等に配分した予算額が終了次第、販売終了となります。
その場合でも追加配分をする場合がありますので、一度予約できなかった場合でも改めてご確認ください。

予約手段 利用方法

①旅行会社からの予約 割引適用となる商品を予約
⇒事前に割引後代金を支払い

区分 割引額 地域クーポン券
配付額

1人（泊）あたり
最低旅行金額

①交通付宿泊旅行商品 最大5,000円/人泊
平日2,000円
休日1,000円

平日3,000円
休日2,000円

②上記以外の旅行商品
（日帰り旅行）

最大3,000円/人泊

（１）実施時期：令和５年１０月１日（日）～令和５年１２月２２日（金）
（12月23日チェックアウト分まで）

※団体旅行のみ対象

（２）販売開始日：令和５年9月30日（土）0:00～
※販売開始日より前に予約がなされた旅行商品は支援の対象外となります。
※販売開始日より前に旅行会社、OTAから予約された場合、予約された各旅行会社、
ＯＴＡに直接お問い合わせください。

（３）割引対象となる方：日本国内居住者

（４）割引内容（旅行代金の２０％上限）

（５）利用方法 ※事前予約が必要です
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【参考】日帰り旅行の定義について

 日帰り旅行とは、次のA群とＢ群をそれぞれひとつ以上組み合わせた旅行商品（旅行会社が実施するもの）を指します。

※当日添乗員の同行または当日斡旋員のあるものが対象となります。

お客様自身で手配された移動手段・食事等は日帰り旅行の対象とはなりません。

宿泊施設から割引・クーポンの配付をすることはありませんのでご注意ください。

【A群（一例）】

貸切バス

【B群（一例）】

食事・飲み物、ゴルフ、現地レンタカー、日帰り温泉券、リフト券

観光特典クーポン

販売補助金と地域クーポンが１セット

総額の80％
旅行者支払額 補助額

総額の20％

地域クーポン券

平日 2,000円
休日 1,000円

旅行代金の総額（税込）

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要

愛郷ぐんま全国割

補助割合
旅行代金総額の20%

（補助上限：日帰り3,000円人泊・日、交通付宿泊5,000円人泊）

宿泊料金下限 平日：3,000円   ／   休日：2,000円

割引/クーポン

配付対象
宿泊

○
（旅行商品のみ対象）

日帰り
○

（旅行商品のみ対象）

利用対象者 日本国内居住者

本人確認 現住所を確認出来る身分証明書1点（原本かつ有効であるもの）

地域クーポン券の配付 別紙regionPAY(リージョンペイ)宿泊施設用管理マニュアル参照

連泊制限 7泊まで

ビジネス利用 可

他割引制度併用
可

（他割引制度が併用可の場合、愛郷ぐんま全国割を適用し、その後他割引を適用）
ただし、本人負担が0円未満になる場合は割引対象外

クーポン券の

配付場所

宿泊：宿泊施設

日帰り：旅行会社が指定する場所

幼児・子供の取扱
無料の子供・乳幼児も人数に含む（算出方法により含めないことも可）

※有料の子供は必ず含める必要があります。

既存予約
販売開始日（令和５年9月30日）より前に予約されている

令和5年10月1日～令和5年12月22日の旅行商品は対象外
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全体像（宿泊旅行においての旅行者の対応）

旅行会社に割引後の宿泊代金を
支払います。

【チェックアウト】

旅行者様

旅行会社での予約

精算

【チェックイン】 
①本人確認書類（原本）を提示

チェックイン時に割引を受けようとする方全員の本人確認書類（原本）を提示。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要

宿泊施設のフロントでとなります電子クーポン用QR取得台紙を受け取る
（クーポンの有効期限は、チェックインの日からチェックアウトの日まで）

（原則、受け取ったクーポンにあるQRをリージョンペイアプリで読み取り、チャージの上、電子クーポンとして使用します
ただし、スマートフォンを持たない方等は、QR取得台紙をそのまま紙クーポンとして使用できます）
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代表者及び同行者全員分の氏名・住所確認のため公的な身分証明証
（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等）を確認いただく
必要があります。

本人確認書類として認められるものは原則として以下となります。

・健康保険証（後期高齢含む）または介護保険証
・運転免許証または運転経歴証明書
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
・身体(精神)障がい者手帳または療育手帳
・年金手帳または年金証書
・旅券(パスポート)
・住民票の写し
・在留カードまたは特別永住者証明書
・外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限ります)

※いずれも有効期限が切れていないものに限ります。
※マイナンバー通知カードは本人確認書類としてご使用になれません。

愛郷ぐんま全国割を利用する方全員の

本人確認書類（原本）をご確認ください。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要

※変更点

利用条件を満たす大人と同居する11歳以下のお子様の

確認は不要となりました。

※お子様に関する注意

（条件）同居する親等の監護者が同伴する場合は確認不要

→同居しない監護者は含みません。
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宿泊を伴う旅行については、宿泊日とその翌日がともに休日（土曜・日曜・祝日）の

場合には、その宿泊は「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。

《各日の地域クーポン配布・最低旅行代金カレンダー》 （宿泊を伴う旅行/1人１泊あたり） 

＜地域クーポン金額＞

平日：2,000円 休日：1,000円

＜最低旅行代金＞

平日：3,000円 休日：2,000円  

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要

1０月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

8 9 10 11 12 13 14

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

15 16 17 18 19 20 21

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

22 23 24 25 26 27 28

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

29 30 31

平日 平日 平日

11月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

平日 平日 休日 休日

5 6 7 8 9 10 11

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

12 13 14 15 16 17 18

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

19 20 21 22 23 24 25

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

26 27 28 29 30

平日 平日 平日 平日 平日

12月

日 月 火 水 木 金 土

1 2

平日 休日

3 4 5 6 7 8 9

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

10 11 12 13 14 15 16

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

17 18 19 20 21 22 23

平日 平日 平日 平日 平日 平日

24 25 26 27 28 29 30
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《宿泊施設様対応のおおまかな流れ》

旅行会社経由の予約

宿泊施設・旅行者の対応

特になし
※宿泊施設への割引き分の支払いは、

群馬県事務局より旅行会社を経由して行われます

チェックイン

旅
行
者

提
出
物

● 本人確認書類（原本のみ）

宿
泊
施
設

確
認
事
項

●上記、旅行者からの提出物が正しい内容かどうか（目視での確認）

電子クーポン用QR取得台紙のお渡し

配布時の
注意事項

★上記旅行者提出物に問題がないことを確認した上で、
電子クーポン用QR取得台紙の印刷を行って下さい。
※クーポンの詳細は、後述の地域クーポン説明ページ及び、
別紙 宿泊施設用管理画面マニュアルご参照ください。

PDF等での保存推奨

誤って電子クーポンを汚してしまったっり破棄してしまった時のためにPDF等での保存を推奨してお
ります。リージョンペイのアプリ上では一度電子クーポンを印刷するとその電子クーポンは再び印刷

することができません。

※旅行会社経由の団体旅行に関しても宿泊施設様での電子クーポン用QR取得台紙の
お渡しをお願いします。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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《割引の計算方法》

割引計算方法は
旅行総額の⼈泊割りのみ （総額の頭割り計算）

となります

注意

事例

⼤人２名 1泊⽬10,000円ｘ2名 2泊⽬8,000円ｘ2名
子供1名   1泊⽬5,000円    2泊⽬4,000円
総額  45,000円 (1⼈1泊あたり7,500円)

おひとり様平日3,000円未満・休日2,000円未満の宿泊には適
用されません。予約した宿泊代金の総額を人数で割った場
合のひとりあたりの金額です。 

【参考】無料の幼児、子供の取扱いについて

（例）⼤人2名、幼児1名  1泊（平日） の場合

※子供料金、⼤⼈料金に関わらず総額の頭割り計算となります
※無料子供については総額の頭割りに含む・含まないの選択可能
※有料子供を料金計算に含まない設定は不可

アの計算では最低旅行金額3,000を下回り、対象外となるので、ウでの対応も可 となります。

イのケースの場合は、地域クーポンは3名分のお渡し

ウのケースの場合は、地域クーポンは2名分のお渡し

※割引額の算出は１円単位まで。小数点以下切り捨てです。 

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要

ア @4,000円×2名（大人）÷3＝@2,666円

イ @5,000円×2名（大人）÷3＝@3,333円

ウ @4,000円×2名（大人）÷2＝@4,000円

※3,000円を下回るため補助金対象外

※3,000円以上のため補助金対象

※3,000円以上のため補助金対象



11

① 換金目的や換金性の高いものを含まない商品であること。 
換金性の高いものとは次のとおりです。

 ・ 金券類（QUO カード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や
店舗が独自に 発行する商品券等）
 ※ ただし、金券類のうち、次の条件をすべて満たすものについては、商品に含
めることが 可能です。
 (ア) 金券の使途となる物品またはサービスが、具体的に証票、電子機器その
他の物に 記載または電磁的な方法で記録されていること。

 (イ) 記載されたその使途が、具体的に 1 つに特定または限定された複数の
使途から旅 行者が選択して 1 つに特定できるものであること。
(ウ) 記載されたその使途が、当該旅行目的地に相応であること。

 (エ) その使用が、当該商品の旅行目的地内、かつ旅行期間内に限ること。
 ・ 収入印紙や切手

② 感染拡大防止の観点から問題がないこと。 
③ 商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること。 
④ 商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと。 
⑤ 旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること。 
⑥ 行程に国外の地域が含まれないこと。
⑦ ライセンスや資格の取得を目的としないもの。
⑧ 宿泊サービスのうち、宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日（デイユー
ス）であるものは除きます。 
⑨ 上記①～⑧のほか、商品として不適切と認めるものは対象としない。

・ ヨガライセンス取得講習付き商品 
・ ダイビングライセンス取得講習付き商品 
・ 運転・操縦免許等（合宿）付き商品 
・ 接待を伴うコンパニオン付き宴会を伴う商品 
（コンパニオンサービス分の料金を切り分けることが可能であれば、コンパニオン
 サービスを除いた部分の代金については補助の対象とすることが可能です。）

・ 宿泊先から後日自宅にお土産等が宅配で届くサービスが付いた商品 
・ 通常の宿泊料金を著しく超える物品
（例：宿泊施設で販売をしている高級和牛肉など）付き の商品 

補助金の対象とする商品（宿泊プラン）の基準・考え方

対象外とする商品例（代表的なものを例示） 

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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補助金の対象とする商品（宿泊プラン）の基準・考え方（補足）

【館内利用券について】
次の条件を全て満たした「館内利用券」については、金額の記載のあるものも旅行
商品に含むことができます。
 ① 物品やサービスの価額が当該宿泊料金の水準を超えないこと 
 ② 旅行者自身が旅行期間中に使用すること 
 ③ 宿泊施設内および宿泊施設の一部として同一敷地内で展開する店舗で利 
用する物品やサービスあること（併設・隣接する店舗や、テナント店舗は対象外）
 ④ ③に規定する店舗に限って使用可能であること（他の場所にある提携施設と
の共通利用券等は対象外）
 (具体例)
〇宿泊施設の館内でのみ利用可能な1,000円券

 ✕ 宿泊施設に併設するショッピングモール内で利用可能な1,000円券

【旅行者が滞在に追加で支払いを行った費用の扱い】
補助の対象外です。
宿泊プランに事前に含まれている物品・サービスが補助の対象となります。
（例）
1泊朝食付き宿泊商品として申し込み、滞在時に夕食を追加で注文した場合
〇朝食代金を含めた宿泊料金は補助の対象です。
✕現地で追加した夕食代金は補助の対象外です。

【宿泊代金の支払いに各種ポイントやマイル、ギフト券等の利用可否 】
個人が保有するポイント類、旅行券、ギフト券等、名称の如何を問わず、「旅行者
個人に付帯するもの」等、クレジットカード・現金と同様の支払い手段として利用す
る場合については、これらを利用可能です。旅行代金に対して販売補助金を適用
させて算出される、旅行者支払い額に対して現金同様に利用できます。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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地域クーポンについて （令和5年1月以降変更）

地域クーポンはこれまで使用していた紙のクーポンから
電子クーポン regionPAY（リージョンペイ）へと変更いたします。
地域クーポンは愛郷ぐんま全国割の適用を受ける旅行者に旅
行代金・宿泊代金の割引とあわせて配布されるものです。旅
行期間中、群馬県内の加盟店で利用できます。

※詳細は「regionPAY宿泊施設用管理画面マニュアル」を
 ご確認ください。
 
 https://premium-gift.jp/gunmatripwari
（【公式（事業者用）】愛郷ぐんま全国割）
 または、
 regionPAY管理画面 マニュアル掲載ページ
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概要

愛郷ぐんま全国割クーポンについて

名称
「愛郷ぐんま全国割クーポン」

発行券種

電子クーポン

（金額にかかわらず１枚）

利用期間

（クーポンの有
効期限）

宿泊旅行：チェックインからチェックアウトの日まで
日帰り旅行：旅行当日限り

※新型コロナウイルス感染症等の状況により、配付及び利
用を停止することがあります。

配付方法

宿泊旅行 ：宿泊施設から旅行者へ配付
 宿泊当日チェックインの際、配付いたします。

日帰り旅行：旅行会社から旅行者へ配付
 旅行会社の指定する場所で配付いたします。

利用エリア 群馬県内

利用可能店舗

愛郷ぐんま全国割クーポン加盟店舗

（土産物店、飲食店などのほか、観光施設、アクティビティ、
交通機関等を含む）

※加盟店舗はHPでお調べいただけます。

URL:https://premium-gift.jp/gunmatripwari

給付額

宿泊の場合は１人１泊、日帰りの場合は１人につき、平日
2,000円分、休日1,000円分を旅行者に配付。
※無料幼児・子供を旅行人数に含める場合はクーポン配

付対象、含めない場合は配付対象外となります。

注意事項

地域クーポンと現金の交換は出来ません。
クーポン面額以下のお支払いの場合でもお釣りは出ません。

地域クーポンによる支払いで不足する分は現金等でお支払
いください。

https://premium-gift.jp/gunmatripwari
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地域クーポンの変更

10月11日から12月28日まで使われていた
紙の地域クーポンは一切使用することができません。

12月29日以降、配付を行った場合補填を頂くこと
となりますためご注意ください。

愛郷ぐんま全国割クーポンについて
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地域クーポンを旅行者に配布する

【ステップ2】内容を確認し間違っていた場合には一度キャンセルして再発行する。

2泊3日旅行の場合＝3日間

有効期間

10/20

Day1

（チェックイン・宿泊）

10/21

Day2

（宿泊）

10/22

Day3

【ステップ1】パソコンやタブレットなどでお客様のデータを打ち込みクーポンを発行する。

詳細は、regionPAY宿泊施設用管理画面マニュアルをご
確認ください。

※12月まで使用していた紙クーポンとの違い

管理台帳などを作る作業は必要ありません。

ただし、一度発行すると再度発行することが出
来ないので、汚損などのケースを避けるために
PDFデータで
保存することをお勧めします。

（チェックアウト）

有効期限：チェックインの日からチェックアウトの日まで

１泊２日旅行の場合＝２日間

有効期間

10/10

Day1

（チェックイン・宿泊）

10/11

Day2

（チェックアウト）

見 本

詳細は、別紙の地域クーポン説明ページ参照

愛郷ぐんま全国割クーポンについて
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リージョンペイクーポンをご利用頂ける店舗には、ポスターやスタンドPOPが掲示され
ています。

＜地域クーポンご利用上のご注意＞
・地域クーポンをご利用いただける対象施設は、愛郷ぐんま全国割サイトの「地域クーポン利

用可能施設一覧はこちら」よりご確認ください。https://www.gunma-trip.jp/

※対象店舗情報は順次更新してまいります。

・利用対象外となる商品・サービス等ございますので、ご利用時は対象施設でご確認ください。

・釣銭は出ません。

・現金との引換え、換金性の高い各種金券、各種商品券、証紙等の購入には利用できません。
・偽造、悪用、乱用した場合、発行の主旨・目的に反する行為をした場合は、返還請求を求

め、相応の処置をとることとします。

・盗難、紛失、滅失または偽造、変造、模造等に対し、発行者・配付施設・利用施設は一切

その責任を負いません。

・利用可能日を経過したクーポンは無効です。
・利用可能日内に利用しなかった場合、また対象施設の事情により利用できなくなった場合でも

払い戻しはできません。

・売却・交換は認めません。

・破損、折り曲げ、切り取りをしないでください。

・新型コロナウイルス感染拡大状況や災害発生等により、利用できなくなる場合があります。

愛郷ぐんま全国割クーポンについて

使用可能店舗 ポスター

スタンドPOP
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ア 行政機関等への支払い
① 所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
② 社会保険料（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）
③ 宝くじ（ジャンボ宝くじ、toto、BIG等）
④ その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等）
  ※運送サービスの料金、博物館・美術館の入館料等、行政機関が運営する現業

 の対価は対象

イ 日常生活における継続的な支払い
① 電気、ガス、水道、電話料金等
② NHK放送受信料
③ 不動産賃料
④ 駐車場の月極・定期利用料

※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象
⑤ 保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等）

ウ 換金性の高いものの購入
① 金券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗が独

自に発行する商品券等）
② プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
③ 金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等）

エ その他
① クーポン券の利用エリア内でサービスが完結しないもの

※利用者が利用エリア外に出なければ可（宅配等の配送サービスは対象）
② 事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
③ 授業料、入学検定料、入学金等

※アクティビティのガイド料等は対象
④ 宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
⑤ 既存の債務の弁済
⑥ 各種サービスのキャンセル料
⑦ 電子商取引
⑧ 無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
⑨ 公序良俗に反するもの
⑩ 社会通念上不適当とされるもの
⑪ その他各取扱店舗が指定するもの

以下のものはクーポンの利用対象になりません。

愛郷ぐんま全国割クーポンについて

宿泊施設が利用可能施設に登録されていた場合でも、宿泊代金又は宿泊を
伴う旅行商品の代金のお支払いにはご利用いただけませんのでご注意ください。



愛郷ぐんま全国割 FAQ＜宿泊事業者用＞

No 区分 質問 回答

1 総論・制度概要 「全国旅行支援」とは何ですか。
「全国を対象とした観光需要喚起策」のことです。
国が地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援における需要創出支援として、国が補
助対象事業者である各都道府県に財政支援をし、各都道府県が実施する事業です。

2 総論・制度概要
Q1の地域観光事業支援における「
需要創出支援」とは何ですか。

需要創出支援とは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響により旅行需要が落ち込んでい
る中、地域的な感染の拡がりを抑制しつつ、都道府県において、感染症の影響に考慮した「新たな旅のスタ
イル」への対応や、地域の観光資源の魅力の再発見など、将来的な訪日外国人旅行者の誘致に寄与する
ために、補助対象事業者である都道府県が実施する旅行商品や宿泊サービスに対する補助および旅行期
間中に使用可能なクーポン券等の付与のために必要な費用を支援する事業です。

3 総論・制度概要
外国人の旅行は本事業の対象で
すか。

日本国内居住者であれば、外国人でも利用可能です。
そのため、観光・ビジネス目的などの短期滞在となる在外の外国人は対象外です。技能実習生などの外国
人については、在留許可証など公的な書類によって日本での居住予定が明らかであれば、利用可能です。

4 総論・制度概要
日本へ一時帰国中の海外在住の
日本人は対象ですか。

本事業の対象者は、日本人であっても日本国内居住者に限られています。
海外在住で一時帰国中の日本人で現在国内での居住実態がない人は対象外です。

5 総論・制度概要
群馬県が感染状況等により事業停
止した場合、群馬在住者の県外
旅行も対象外となるのでしょうか。

補助の対象となります。
都道府県の判断で事業停止する場合、群馬県在住者が、事業実施中の都道府県への旅行は補助対象
となります。
あくまでも事業停止となった都道府県を目的地とする旅行が対象外です。
〇群馬県→東京都への旅行  ✕東京都→群馬県への旅行
ただし、国の判断で事業停止する場合においては、双方への旅行において補助金は適用されません。

6 実施期間
補助金が適用となる対象期間を教
えていただけますか。

対象期間は、次の国が要綱で定める事業期間内で、群馬県が対象期間を定めます（事業期間内であっ
ても都道府県の判断で新規予約の受付を停止することがあります）。
【事業期間】
◆団体旅行 （令和５年10月1日以降）
令和5年10月1日～12月22日 宿泊分

7 本人・居住地確認
本人確認・居住地確認書類はコ
ピーを取って保管する必要がありま
すか。

保管を求めません。目視で確認ください。

8 本人・居住地確認
本人確認・居住地確認のための書
類について具体的に教えてください。

P.7をご確認ください。

9 本人・居住地確認

日本在住の外国人において、P.7
に該当する確認書面を所持しない
場合の本人確認・居住地確認のた
めの書類について具体的に教えてく
ださい。

・在留カード
・特別永住者証明書

・外国人登録証明書

10 本人・居住地確認

Q8・9に該当する確認書面を所持
しない在日米軍の本人確認・居住
地確認のための書類について具体
的に教えてください。

【在日米軍（軍の構成員）】
・軍発行の身分証明書
【在日米軍（軍属と軍構成員の家族）】
・アメリカ政府発給のパスポート なお、都道府県の定めにおいて補助の対象外と規定される場合もあります。
対象都道府県の定めをご確認ください。

11 本人・居住地確認
旅行者が旅行当日、本人・居住
地確認書類の提示ができない場合
はどうすればいいですか。

後日送付などでの提示は認められないことから、補助の対象外です。

12 本人・居住地確認
旅行申込は旧姓で予約しましたが、
当日の本人確認書類が新姓であ
る場合はどうすればいいですか。

補助の対象外です。
旅行申込記録と本人確認書類の氏名は同一である必要があります。
ただし、新姓・旧姓の確認書類が揃う場合は補助の対象となります。

13 本人・居住地確認
旅行者に対して案内が必要なこと
はなんでしょうか。

本事業の補助の対象となる商品を販売した場合、次の内容を旅行者へ必ず周知してください。
旅行商品に関連する各都道府県の規程を自身で出発までに確認すること
・旅行当日に「本人確認および居住地確認」が実施される
・ワクチン接種歴や検査結果の確認が実施される 等
なお、直接予約の場合はSTAYNAVIでの宿泊割引についてもご案内ください。

14 販売補助金全般
販売補助金算出の基となる旅行
代金等は税込価格ですか、税抜
価格ですか。

税込価格になります。税込の旅行代金を基に20％を乗じます。

15 販売補助金全般
入湯税や宿泊税などは含めることが
できますか。

旅行出発までに予約が完了し、旅行代金として確定している必要があります。

16 販売補助金の算出
子供や乳幼児は対象となるのでしょ
うか。

子供や乳幼児も1名としてカウント可能です。
（計算例）
旅行代金：100,000円（大人1人1泊 25,000円、乳幼児 0円）2泊3日の宿泊商品 大人2人、乳
幼児1人の旅行上限額：3,000円×2泊×3名＝18,000円（0円の乳幼児を含めて3名で計算）
この場合、販売補助金の計算は100,000×20％＝20,000円のですが、販売補助金は上限額の
18,000円が適用されます。

17 販売補助金の算出
大人と子供の宿泊代金が異なる場
合、販売補助金はどのように計算
すればいいですか。 

宿泊代金等の異なる宿泊者も合算し、総額の宿泊代金として算出します。

18 販売補助金の算出
販売補助金の算出における端数の
処理は具体的にどのようになります
か。

1円未満切り捨てとします

19 販売補助金の算出
宿泊代金を各種ポイントやマイル、
ギフト券等で支払いは可能ですか。

個人が保有するポイント類、旅行券、ギフト券等、名称の如何を問わず、「旅行者個人に付帯するもの」等、
クレジットカード・現金と同様の支払い手段として利用する場合については、これらを利用可能です。宿泊代
金に対して販売補助金を適用させて算出される、旅行者支払い額に対して現金同様に利用できます。

20 販売補助金の算出
ノーショウの場合、補助金の申請は
どのようになるのですか。

宿泊代金全額を収受していたとしても、当該旅行へ実際の参加がない場合は補助の対象外です。取消さ
れた宿泊に対しては、補助金の申請はできません。この場合は、通常通り各事業者の約款等に沿って取
扱ってください。

21 販売補助金の算出
換金性の高いものとは、どのようなも
のですか。

一般的に流通性が高く、現金同様に使用できたり、現金化が可能であったり、または払い戻しができるような
商品や金券類のことです。
このような商品や金券類は補助の対象となる旅行商品に含めることは出来ません。
（例、QUOカード等のプリペイドカード、ビール券、おこめ券、旅行券、商品券等）
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補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
金券類のうち『館内利用券』につい
て、具体的に教えてください。

次の条件を全て満たした「館内利用券」については、金額の記載のあるものも宿泊商品に含むことができま
す。

①  物品やサービスの価額が当該宿泊料金の水準を超えないこと

②  旅行者自身が旅行期間中に使用すること

③  宿泊施設内および宿泊施設の一部として同一敷地内で展開する店舗で利用する物品やサー
ビスあること（併設・隣接する店舗や、テナント店舗は対象外）

④ ③に規定する店舗に限って使用可能であること（他の場所にある提携施設との共通利用券等
は対象外）

(具体例) 〇宿泊施設の館内でのみ利用可能な1,000円券
✕ 宿泊施設に併設するショッピングモール内で利用可能な1,000円券

23
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

金券類のうち、「使途が具体的に
特定されている、または限定された
複数の使途の中からひとつを選択し
て利用するものである」とは具体的
にどういうものですか。

次の具体例のとおり、使用用途が「特定」または「限定された中から選択」するものを指します。
この条項趣旨は現金同様に旅行者が自由に使途を決められるような使い方ができる金券の排除です。
（具体例）〇A定食の夕食引き換え券 ＝使途が「特定」されているもの〇5つの夕食セットメ
ニューの中からひとつを選択 ＝使途が「限定された中から選択」するもの
✕ プレミアム商品券 ＝使途が特定・限定されていないため不可

24
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

金券類のうち「当該商品の旅行期
間内に目的地内でのみ利用でき
る」とは具体的にどういうものですか。

次の具体例のとおり、その使用が当該旅行の目的地、旅行期間を越えて享受することはできないということを
指します。
つまり、旅行目的地内・旅行期間内に限定されたもののみ対象となるということです。
（具体例）
✕ 全国のコンビニで使用可能なドリンク引換券（有効期限なし）

〇旅行目的地の店舗で使用可能なドリンク引換券（旅行期間のみ有効）

25
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

「商品に含まれる物品やサービスの
内容が当該旅行目的地に相応」と
は具体的にどういうものですか。

商品に含む物品やサービスの内容は、当該商品の旅行目的に沿っており、かつ、旅行目的地での消費に寄
与している（旅行目的地に関連している）必要があります。
（例）
〇酒蔵めぐりツアーで地酒1本の土産付きの宿泊商品
✕群馬県の宿泊に北海道産の毛ガニ付きの宿泊商品

26
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

「③品に含まれる物品やサービスの
価額が通常の宿泊料金の水準を
超えないこと」とは具体的にどういうこ
とですか。

当該旅行・宿泊商品における「宿泊料金の概ね2倍以内」を、商品に含まれる物品やサービスの価額の目
安としています。なお、1円でも超えたら対象外という線引きではなく、社会通念上の観点から総合的に判断
します。
（例）
〇通常の宿泊料金4,500円のホテルにおいて、8,000円のマッサージ付きで12,500円で販売。
✕ 通常の宿泊料金2,500円の民宿において、10,000円の地場フルーツのお土産付きで12,500円で販

売。

27
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

「旅行者自身が旅行期間中に購
入または利用するものであること」と
は具体的にどういうことですか。

商品に含む物品やサービスは旅行の開始から終了の期間内で旅行者が享受できるもののことです。
(例)
〇お部屋に地域特産の果物盛り合わせがサービスされる宿泊商品
✕ 後日自宅に地域特産の果物が宅配で届く宿泊商品

ただし、旅行の開始前または終了後においても、その特性上、当該旅行に付随するようなもの（直接的に
関連するもの）は商品に含むことができます。
（例）〇行程に組み込まれた陶芸体験で、後日焼き上がりの茶碗が自宅に配送される。
〇旅行者のスーツケース（手荷物）を宿泊ホテルへ事前に配送する。または宿泊ホテルから自宅に配送す
る。

28
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

宿泊商品にお土産を含む場合、ど
のような内容の物品であればいいで
すか。

基準として下記すべてを満たすものと考えられます。
(1) 社会通念上、お土産とされる物品が対象であること（試食品のようなものなどお土産品とし
ての体裁が整っていないもの、ごく廉価な物品の提供のみという形式的に提供されているようなもの等は補助
の対象外）。
(2) 当該旅行目的地に相応な物品であること。
（不可例：旅行目的地が群馬県で物品が群馬県では捕れない種類の毛ガニ等。）
(3) 旅行期間中の引き渡しに限り、かつ現地以外での引き渡しが一切ないこと。
(4) 通常の商習慣に照らし相応な対価を支払って購入した物品であること。
(5) 宿泊施設などに付随した物品の場合、当該施設内で通常販売している物品であること。
(6) 物品（お土産）の価額が当該旅行・宿泊商品における「宿泊料金の概ね2倍以内」を超
えないこと。

29
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
宅送サービス付きの物品（お土産
等）は補助の対象となるのですか。

補助の対象外です。
宿泊商品に含む物品やサービスは、旅行の開始から終了の期間内で旅行者が享受できるものに限ることか
ら、旅行後に享受する宅送サービス付きの物品（お土産等）は本事業の補助対象外です。ただし、旅行
の開始前または終了後においても、その特性上、当該旅行に付随するようなものは商品に含むことができま
す。
（例）〇プランに組み込まれた陶芸体験で、後日焼き上がりの茶碗が自宅に配送される。
〇プランに組み込まれた稲刈り体験で、実際に刈ったお米が後日精米されて自宅に配送される。
✕ 稲刈り体験の含まれるプランであるが、（実際に刈ったもの・収穫量ではないような）お米10kgが後日

自宅に配送される。

30
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

各種免許、ライセンスや資格取得
を目的とした商品は補助の対象と
なるのですか。

補助の対象外です。
ただし、この場合であっても、「宿泊」の部分が各種免許、ライセンス、資格の取得を目的とした物品やサービ
スの代金と明確に切り分けて販売されていれば、当該「宿泊」部分は本事業の補助の対象とします。
一方、各種免許、ライセンス、資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティをすること自体（体験型アクティ
ビティ）が目的となることを明示している宿泊商品の場合は、本事業の補助の対象となります。
（例）
✕ 運転・操縦免許等取得費用を含む宿泊商品
✕ ダイビングライセンス取得費用を含む宿泊商品（〇ダイビング体験付の旅行商品〇陶芸体験付の旅行

商品）

31
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

各種体験アクティビティ（陶芸体験
やゴルフ体験等）を目的とした商品
は補助の対象となるのですか。

補助の対象となります。
各種免許、ライセンス、資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティをすること自体（体験型アクティビティ）
が目的となることを明示している旅行商品の場合は、本事業の補助の対象となります。
（例）〇ダイビング体験付の旅行商品〇陶芸体験付の旅行商品
✕ 運転・操縦免許等取得費用を含む宿泊商品
✕ ダイビングライセンス取得費用を含む宿泊商品

32
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
コンパニオンサービスを含む商品は
補助の対象となるのですか。

補助の対象外です。
接待等を伴うコンパニオンサービスを含む商品は対象外です。
ただし、明確に金額を切り分けられる場合、その他農部分については補助対象といたします。



33
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

旅行者が、宿泊施設での滞在時に
追加で支払いを行った費用も、補
助の対象となるのですか。

補助の対象外です。

商品に事前に含まれている物品・サービスが補助の対象となります。
（例）1泊朝食付き宿泊商品として申し込み、宿泊施設滞在時に夕食を追加で注文した場合〇朝食代
金を含めた宿泊料金は補助の対象です。  ✕ 現地で追加した夕食代金は補助の対象外です。
なお、「商品に事前に含まれている物品・サービス」「現地で追加した物品・サービス」どちらも合わせて宿泊施
設のチェックアウト時に支払う場合であっても、補助対象となるか否かの考え方は同一となります。

34
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
「食事券」を含む旅行商品は補助
の対象ですか。

食事券の内容により異なります。
補助対象外・・・金券類補助 対象・・・館内利用券や、特定の食事メニューに引き換えられる場合
（具体例）
✕ 全国の店舗で使用可能なグルメ券3,000円分 〇宿泊施設内レストランで使用可能な夕食券

3,000円分
〇宿泊施設近隣食事施設で宿泊期間中に使用可能なA定食の食事券

35
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
カラオケの利用を含んだ旅行商品は
補助の対象になりますか。

対象となります。

36
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

「宿泊を伴う旅行商品」において、
宿泊施設のデイユース利用は対象
となるのですか。

宿泊サービスのうち、宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日であるような、いわゆる「デイユース」につ
いては、補助の対象外です。

37 公費出張
公費による公務員の出張において、
本事業を使えるのですか。

公費によるものは補助の対象外です。

38 公費出張
修学旅行等を引率する教員の扱
いはどうなりますか。

公費によるものは補助の対象外です。

39 教育旅行
修学旅行を含む教育旅行は、本
事業の補助対象となるのですか。

補助の対象となります。

40 教育旅行
大会への参加目的の旅行は補助
対象となるのですか。

補助対象です。
ただし、次に定める特定の全国大会についてのみ、参加資格を有する選手、監督、コーチ、スタッフ等による
大会への出場およびその運営や補佐を目的とした旅行は、大会運営側より宿泊箇所が指定されること等事
由として「旅行全体」が本事業の対象外となります。
・国民体育大会
・全国障害者スポーツ大会
・全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
・全国中学校体育大会（全中）
・全国健康福祉祭（ねんりんピック）
・全国植樹祭
・全国育樹祭
・全国豊かな海づくり大会（豊漁祭）
・全国高等学校総合文化祭（高校総文祭）
※参加者の応援をするために個人として予約される旅行は通常どおり本事業の対象です。
（例）〇 大会本部外の応援団（保護者、ベンチ外部員、学校関係者等）、見学者等

41 教育旅行
学校等とは何か。
（変更あり）

ワクチン・検査パッケージ制度要綱を踏まえ、「学校等の活動」については、学校における新型コロナウイルス
感染症に関する衛生管理マニュアル等を踏まえた対応を行い、ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不
要としているところですが、「学校等」について、ワクチン・検査パッケージ制度要綱に記載がある者に加えて、
保育所、認定こども園、児童福祉法における児童福祉施設を含みます。 

42 教育旅行 同行する大人について。

学校等の活動については、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等を踏まえ
た対応を行い、ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不要としているところですが、同行する大人について
も、学校等の活動の範囲内であれば、ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不要とします。ただし、公費
による活動は支援対象となりません。 
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